
あじさい
定期預金

（令和3年6月1日現在）

名　　　称　「あじさい定期預金」
発 売 期 間　令和3年6月1日（火）～令和3年7月30日（金）
ご利用いただける方　個人の方（個人事業主を含む）・法人
預金の種類　スーパー定期
お預入れ金額　一口あたり　10万円以上500万円以下（1円単位）
お預入れ期間　1年もの（元金・元利金自動継続定期預金）
適 用 金 利　年0.05%（税引後 年0.039%）

募 集 総 額 　100億円　
　　　　　　　※募集総額に達した場合、期間中でもお取扱いを終了させて
　　　　　　　　いただく場合がございます。

預 入 形 態　通帳式（総合口座を含む）
中 途 解 約　原則として満期日前の中途解約は出来ません。やむをえず中途解約をされる場合は、
　　　　　　預入れ時の店頭表示金利に基づく当金庫所定の中途解約利率が適用されます。
そ　の　他

※記載の税引後の利率は、復興特別所得税を付加した
　20.315％の税金が差し引かれた利率であり、小数点
　4桁以下を切り捨てて表示しております。

【大切なお知らせ】

1年もの

令和2年6月1日（月）～令和2年7月31日（金）に実施した夏の定期預金キャンペーンで「あじさい定期預金」をご成約いただいた
お客様へ大切なお知らせです。
発売当初は、自動継続後の定期預金金利は継続日におけるスーパー定期預金の店頭表示金利を適用させていただくことにしておりました。
この度、お客様へ日ごろの感謝の気持ちをお届けしたく、自動継続後は上乗せ金利を適用し、こちらのチラシに記載いたしております
年0.05％（税引後　年0.039％）の「あじさい定期預金」として引続き継続させていただくことになりました。今年も”あじさい”が
美しい季節が到来しました。再びお客様への感謝の気持ちをお届けできることを喜びに、当金庫はこれからも励んでまいります。
雨も多く、お足元の悪い季節にさしかかりますが、お客様の笑顔にお会いできる日を心待ちにしております。
今後とも福岡信用金庫をよろしくお願い申し上げます。

◎マル優もご利用いただけます。
◎預金保険制度の対象商品であり、預金保険の範囲内で保護されます。
◎令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加
　課税されるため、20.315%（国税15.315%、地方税5%）の税金がかかり
　ます。ただし、法人のお客様については平成28年1月1日以降にお支払いす
　る預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので国税15.315％のみと
　なります。
◎上記金利は初回満期日までの適用となります。自動継続後の金利は継続日
　におけるスーパー定期預金の店頭表示金利を適用します。
◎店頭に説明書をご用意していますので、お問い合わせください。

（税引後 年0.039％）

お取扱期間▶令和3年6月1日（火）～令和3年7月30日（金）
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